
令和５年前橋市秋の火災予防運動を実施します 
                            

 １１月９日（木）から１１月１５日（水）までの一週間にわたり秋の火災予防運動を実

施します。 

 本市では、国が示す重点目標に基づき、毎年様々な行事を展開し市民に周知するととも

に、併せてこの時季ならではの火災発生の注意点や住宅用火災警報器の適正な維持管理に

ついてもお知らせし、 “火災のない安全安心な前橋づくり”への協力を呼びかけていきま

す。 

 

２ 運動中の行事内容（重点目標） 

  ・住宅防火対策の推進 

  ・乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進 

  ・特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

 

３ これからの時季に注意すべき火災 

  ・暖房器具（特に石油ファンヒーターや石油ストーブ）からの火災 

  ・たき火行為による火災 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 予防課予防調査係 

電 話 027-220-4507（内線：81-1331） 

１ 目的 

  これから寒くなり火災が発生しやすい時期を迎えるに

あたり、火災予防の意識を高め高齢者をはじめとする死

者数の減少や財産の損失を未然に防ぐ事を目的としてい

ます。 

４ 住宅用火災警報器の適正な維持管理 

  本市の住宅用火災警報器の設置率は、

年々上昇傾向にあり、本年６月に総務省

消防庁が発表した最新の設置率による

と、県内の各消防本部別でもトップとな

る９０％にまで達している状況にあり

ます。しかし、住宅用火災警報器には電

池寿命があり、一般的には設置後１０年

で交換すべきと国は推奨していること

から、住宅用火災警報器の適正な維持管

理について周知していきます。 
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